
佐賀県ベンチャー交流ネットワーク交流会規約 

 

（目的） 

第１条  本会は、「創業」・「ベンチャー」・「経営革新」を志す経営者等が集まり

相互の情報交換を行うほか、産学官の各種専門家等との相談・交流や、ネットワ

ークの構築によるビジネスパートナー及び投資家探索並びに販路拡大により、会

員相互の発展を図ることを目的とする。 

（名称） 

第２条  本会は、佐賀県ベンチャー交流ネットワーク交流会（以下「交流会」とい 

う。）と称する。 

（主たる業務） 

第３条  交流会は第１条の目的を達成するため、様々な会員支援の活動を企画し実施

する。 

（交流会の事務） 

第４条  交流会の事務は、公益財団法人佐賀県産業振興機構 佐賀県産業イノベーシ

ョンセンター(以下「センター」という。）において処理する。 

２ 事務手続きについては、別途定める。 

（会員の資格） 

第５条 交流会の会員は、「佐賀県ベンチャー交流ネットワーク（以下「ネットワー

ク」という。）」の会員とサポート会員で構成する。 

（役員） 

第６条  交流会の役員として会長、副会長、顧問、幹事及び役員を必要数置く。ただ

し、会長を除く職について適当な者がいないときは、空席とすることができる。 

２  会長、副会長及び監事は、ネットワークの会長、副会長及び監事が務める。 

３  役員は、会長・副会長の指名によって選出し、総会の承認を得るものとする。 

 なお、多選についてはこれを妨げない。 

４  会長・監事・役員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残



任期間とする。 

５  会長は、交流会を代表し、交流会等の総括を行う。 

６ 副会長は、会長を補佐し、会長が何らかの事由により職務を行うことができない

ときはその職務を代理し、会長欠員のときはその職務を行う。 

７ 監事・役員は、会長の職務を補佐する。 

８ 監事は、毎事業年度の業務執行の状況を監査し、その結果について交流会で報告

して意見を述べなければならない。 

（会計） 

第７条  会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日までとする。 

２  交流会の運営に要する経費は、会費その他の収入を以ってこれにあてる。 

① 会年会費とし、毎年度、センターが指定する交流会会長名義の振込口座に期限ま

でに会員が振込を行う。 

② 年会費は会員、サポート会員ともに登録１企業あたり２万円を徴収する。 

③ 会員、サポート会員ともに、１企業あたり２名までの登録を認める。 

④ 会費はいかなる理由においても返還しない。 

⑤ 会費は交流会の会場使用料、飲食費、その他交流会の運営に必要な経費に使用す

ることができる。 

（付則） 

  １ この規約は平成１８年度から適用する。 

（付則） 

  １ この規約は平成２１年度から適用する。 

（付則） 

  １ この規約は平成２２年度から適用する。 

（附則） 

  １ この規約は平成２７年度から適用する。 

（附則） 

  １ この規約は平成３０年５月１７日から適用する。 

（附則） 



 １ この規約は令和５年４月２７日から適用する。 


